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包括外部監査結果に基づく措置状況の公表 

平成28年度包括外部監査結果に基づく措置状況について、次のとおり新潟県知事から通知があったので、地方

自治法（昭和22年法律第67号）第252条の38第６項の規定により、その内容を公表する。 

平成29年９月15日 

新潟県監査委員  栗 山  和 廣 

新潟県監査委員  石 井    修 

新潟県監査委員  横 尾  幸 秀 

新潟県監査委員  高 橋    猛 
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平成28年度 包括外部監査結果に基づく措置内容 

テーマ「県税の賦課徴収に係る財務事務の執行及び管理の状況」 

 

区分 項目 指摘・意見の内容 措置内容 

１ 各県税 

(1) 法人県民税及び法人事業税 

 

指摘１ 

 

未届け県外分

割法人等の調

査のあり方 

 

 未届け県外分割法人等の調査において、実態から考え

て調査が不十分であると見受けられる事例や、調査また

は調査終了後の対応が完了しないまま未処理となってい

る事例が散見された。調査対象とした法人については十

分な調査を実施するとともに、調査または調査終了後の

対応を適時に実施すべきである。 

 

 調査実施状況については、

今後事務考査等において十

分確認する。また、県税部間

の協議手続きが不明確であっ

たことが調査終了後未処理

となった要因であったため、

事務処理要綱を改正して協

議手続きを明確化し、県税部

に対して会議において周知し

た。 

 (2) 個人事業税 

 

指摘２ 

 

適切な審査・

承認体制の構

築 

 

 前年度と当年度で実態に変更がないにもかかわらず、

業種区分の判定が異なっている事例があった。業種区分

の判定を行う際は、前年度の確定申告書類・課税結果を

参考にしながら実施するとのことであるが、適切に審査

を実施していれば担当者と承認者が同時に見落とすこと

は考え難い。適切な審査・承認体制を構築するべきであ

る。 

 

 適切な課税判定を行うた

め、審査・決裁時の厳格なチ

ェックを徹底するよう県税部

に対し会議において周知し

た。また、適切な審査等の状

況は、事務考査において十分

確認する。 

 

意見１ 

 

「チェックポ

イントシート」

の有効活用 

 

 課税審査のポイントをまとめた「チェックポイントシ

ート」の様式は、各県税部において改善が重ねられてい

るが、県税部横断でのノウハウの共有は行われていない。

各県税部のノウハウが蓄積された「チェックポイントシ

ート」を県税部横断で共有し、より有用な「チェックポ

イントシート」を作成・活用することで、効率的かつ効

果的に業務を実施することが望まれる。 

 

 地域の実情に応じてシート

を活用できるよう、県税部間

でのノウハウの共有を図るた

めの場を設ける。 

 

指摘３ 

 

許可関係書類

の閲覧調査に

係るルールと

実務の乖離 

 

 中途開業者等に対する事業税の課税漏れを防止するた

め、県税事務処理要綱上、食品衛生法等に係る許可関係

書類の閲覧調査をすることが定められている。しかしな

がら、現行の実務においては、国税連携データの抽出に

より中途開業者等を把握しており、許可関係書類を課税

漏れ防止目的では利用していない。県税事務処理要綱が

実態に合っていないのであれば、県税事務処理要綱の改

訂を検討すべきである。 

 

 調査結果の利用について、

現行の実務に合致するよう

に、事務処理要綱を改正し

た。 
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区分 項目 指摘・意見の内容 措置内容 

 

指摘４ 

 

自主調査に関

するルールの

明確化 

 

 自主調査の定義や自主調査を実施するときのルールが

明確でないため、県税部ごとに取扱が異なっている、ま

たはルールに基づいた運用が行われていないといった事

例が散見される。自主調査のルールを明確化し、各県税

部は定められたルールに基づいて業務を行うべきである。

 

 自主調査の定義等を整理

し、事務処理要綱を改正す

る。 

 

意見２ 

 

自主調査のよ

り積極的な実

施 

 

 確定申告書類による机上での審査には限界があり、臨

戸調査を含む実態調査が必要な場合もある。課税の公平

性の観点から、必要と認められる場合には、より積極的

に実態調査を行うことが望ましい。なお、県内最大規模

である新潟県税部の調査担当者の人数は、他の県税部と

同様１名である。規模に応じた十分な調査担当者の人数

が確保できているか改めて検討することが望ましい。 

  

より積極的な調査の実施や

調査に必要な人員について検

討し、要綱等を改正する。 

 

意見３ 

 

雑所得に含ま

れる講演料等

収入の取り扱

い 

 

 弁護士等が、本来の弁護士等の職務と直接の結びつき

のある執筆等の業務を行って収入を得た場合、所得税の

確定申告の際に、事業所得に含めるか雑所得とするかで、

個人事業税の課税結果が異なる状況にある。課税の公平

を図るために、事業区分を所得税の申告区分から安易に

判断せず、収入の内容によって課税判定を実施する必要

がないか検討することが望まれる。 

 

 所得税で雑所得に申告さ

れていても、内容的に事業所

得との疑義があれば、調査を

行うよう県税部に対し改めて

会議で周知徹底した。 

 (3) 不動産取得税 

 

指摘５ 

 

事務処理手順

や判断基準、

調査基準等の

更新 

 

 不動産取得税に係る調査基準等が適宜更新されておら

ず、実態と乖離したものになっている。一定品質の業務

を達成するために適時・適切に調査基準等を改訂すべき

である。 

 

 調査基準等について、関係

法令等の改正を踏まえ、改訂

を行った。 

 

意見４ 

 

不動産取得申

告書の提出義

務の周知 

 

 不動産の取得者が申告書を自主的に提出することを促

すために、ホームページ等への掲載や宅建業者に協力を

依頼するなど、申告書の提出の必要性を広く一般に周知

することが望ましい。 

 

 申告書提出の必要性につ

いて、ホームページを通じて

周知を行った。 

 

意見５ 

 

法務局調査の

方法 

 

 新潟県では、不動産取得税の課税客体を把握するため

に実施している法務局調査に膨大な工数がかかっている

ことから、現状実施している法務局調査に市町村が法務

局から入手している登記情報を活用するなど、正確性を

担保した上で効率化を図ることが望ましい。 

 

 関係機関と調整の上、効率

化に向けた検討を行う。 
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区分 項目 指摘・意見の内容 措置内容 

 

意見６ 

 

法務局調査に

おける課税客

体の把握 

 

 調査基準等にて、「課税価格」が一定額未満のものは

課税客体としての把握を省略できる旨の規定がなされて

いるが、１年以内に２回以上にわたって相隣接する土地

又は一構となるべき家屋を取得した場合は、前後の取得

に係る土地又は家屋の取得は一の土地又は一戸の家屋の

取得とみなされることとなるため、「課税価格」が一定

額未満の不動産も課税対象となる可能性がある。上述の

ようなケースにも対応できるよう、調査基準等を修正す

ることが望まれる。 

 

 課税価格が一定額未満で

あっても課税客体の把握を行

うよう、調査基準等を改正す

る。 

 

指摘６ 

 

未登記物件に

対する課税 

 

 法務局調査において未登記物件を把握した際の取り扱

いが県税部により異なるため、未登記物件を把握した際

の統一的なルールを定めることが望ましい。また、未登

記物件を把握した場合は適時・適切に課税すべきである。

 

 未登記物件については、把

握した時点で課税することを

統一ルールとするよう調査基

準等を改正する。 

 

意見７ 

 

未登記物件に

係る市町村と

の連携 

 

 承継取得に係る未登記物件について県と市町村の連携

が行われていない。市町村が不動産の取得の事実を把握

した時点で県に通知することを求めるとともに、適切に

通知義務を果たすように指導することが望ましい。 

 

 市町村と調整の上、通知義

務の指導に向けて検討する。

 

意見８ 

 

徴収猶予制度

の周知 

 

 新潟県では徴収猶予制度については積極的な周知は行

っておらず、納税者から問い合わせがあった場合に対応

しているのが実情である。納税者に選択の機会を与える

ために徴収猶予制度を積極的に周知することが望ましい。

 

 ホームページにおいて納税

者に徴収猶予制度を周知す

るよう対応する。 

 (4) 自動車取得税 

 

意見９ 

 

付加物の範囲

に係る周知 

 

 適切な申告を促す観点から、県が申告書の受付業務を

委託している新潟県自動車標板協会及び長岡自動車協会

に協力を依頼する等、付加物の周知を定期的に行うこと

が望ましい。 

 

 申告書受付業務委託先に

付加物を説明したリーフレッ

トを配布し、申告者への周知

を依頼した。また、県ホーム

ページにおいて周知を行っ

た。 

 

意見10 

 

身体障害者等

に対する自動

車取得税の減

免 

 

 新潟県において身体障害者等に対する自動車取得税の

減免は自動車取得税の全額を減免する制度となっている

が、十分な経済力のある身体障害者等に対してまで無制

限に税負担を軽減する必要はないと考える。多くの自治

体で身体障害者等に対する自動車取得税の減免額に上限

を設けていることから、新潟県においても減免制度の趣

旨や税負担の公平性の観点から身体障害者等に対する自

動車取得税の減免額に上限を設けることが望ましい。 

 

 減免の上限設定の見直し

については、福祉施策に大き

く関わることから、福祉部局

と協議の上慎重に検討し、判

断する。 
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区分 項目 指摘・意見の内容 措置内容 

 (5) 自動車税 

 

意見11 

 

身体障害者等

に対する自動

車税の減免 

 

 新潟県において身体障害者等に対する自動車税の減免

は自動車税の全額を減免する制度となっているが、十分

な経済力のある身体障害者等に対してまで無制限に税負

担を軽減する必要はないと考える。多くの自治体で身体

障害者等に対する自動車税の減免額に上限を設けている

ことから、新潟県においても減免制度の趣旨や税負担の

公平性の観点から身体障害者等に対する自動車税の減免

額に上限を設けることが望ましい。 

 

 減免の上限設定の見直し

については、福祉施策に大き

く関わることから、福祉部局

と協議の上慎重に検討し、判

断する。 

 (6) 軽油引取税 

 

指摘７ 

 

軽油引取税の

調査に係る年

間計画の策定 

 

 軽油引取税に係る調査が調査基準等どおりに実施され

ていないため改善が必要である。なお、近年の問題事例

がほとんど発生していない実情や、人員不足であること

も考慮すれば、調査基準等の改訂も検討すべきである。

その際には、過去に問題があった調査対象者には頻度を

高め、全く問題の発生していない調査対象者には調査頻

度を下げるといった、リスクに応じた調査を行うことで、

有効性と効率性の両方を達成することが有用と考える。

 

 調査基準等について、近年

の実態との乖離を解消し、調

査の有効性と効率性を両立

させるよう規定を改めた。 

 

意見12 

 

調査対象者リ

ストの作成 

 

 調査基準等において調査対象者の選定に当たって特段

の配慮を行うために作成すると定められているリストが、

作成されていなかったり、適時に更新されていなかった

りする県税部があった。リストについて、対象者がいな

い場合や更新が不要である場合は、リストの見直しを行

った日付と更新が不要である旨等を記録として残すべき

である。 

 

 毎年度、定例で行う会議に

おいて、各県税部から税務課

に調査対象者リストを提出す

ることで、作成の徹底と全県

で共有する仕組みとした。 

 

指摘８ 

 

概況調査結果

に対するフォ

ロー 

 

 概況調査等の調査において発見された事項や、指摘事

項について適時に改善されているかどうか事後的にチェ

ックするという運用が行われていない。指導を行っても

改善しない調査対象者については、今後定期的な調査等

が必要とされる者をリストへ登録し、毎年調査を行うと

いった対応をとるべきである。また、指摘した事項につ

いては、リスト化し、改善状況をフォローするといった

運用を行うべきである。 

 

 指導が必要な免税軽油使

用者へは、復命書に指導事項

を記録しその後の改善状況の

確認を怠らないよう調査基準

における復命書様式を改正し

た。 

 また、事務考査において、

指導が必要な対象者への対

応状況を確認する。 

 

指摘９ 

 

概況調査等に

おける軽油引

取税特別徴収

義務者証の確

認 

 

 軽油引取税特別徴収義務者証は慎重に管理すべき証票

であるにも関わらず、その取扱いについて特別徴収義務

者に対する適切な指導が行われていない。また、適切に

掲示されているかどうかのチェックが行われていない。

定期的に行われる概況調査において、チェック項目とし

て追加する等により、特別徴収義務者への指導監督と、

チェック機能を強化する必要がある。 

 

 概況調査における、特別徴

収義務者証の適切な取扱い

について、チェック機能を強

化するよう規定を改めた。 
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区分 項目 指摘・意見の内容 措置内容 

 

意見13 

 

免税証の管理 

 

 免税証は金券と同様の取扱いに配慮しなければならな

い性質を持つことから、各県税部に保管されている発行

前の免税証用紙は受払管理と定期的な現物棚卸が必要と

考える。しかしながら、実務上の運用は明文化されてお

らず各県税部に委ねられており、各県税部での運用も徹

底されていない。免税証用紙の受払管理と現物棚卸は事

務処理要綱等にて明文化するとともに、その運用を徹底

すべきである。 

 

 事務処理要綱を改正し、免

税証管理に関する様式と運

用について規定するととも

に、担当者会議において周知

徹底した。また、事務考査に

おいて免税証の管理状況の確

認を行う。 

 

指摘10 

 

免税軽油の引

取等に係る報

告書の回収遅

延対応 

 

 免税軽油の引取り等に係る報告が遅延している事例が

ある一方で、各県税部では毎月の提出についての指導が

徹底されていない。免税軽油の引取り等に係る報告につ

いて、遅延者には適時に督促を行うべきである。 

 

 免税軽油の引取り等に係

る報告書を遅延した場合の督

促を徹底するよう県税部に通

知した。また、担当者会議を

招集し、適時に督促するよう

周知徹底した。 

 

指摘11 

 

申請書類の記

載不備に係る

対応 

 

 免税証交付申請書の不備がある事例において、各県税

部の担当者が記載して不備を補完するという運用が行わ

れている。これらは、申請者の了解を得て行われている

が、不適切である。申請書類の不備については、基本的

には、適切な記載について指導を行って再度提出させる

等の運用を行うべきであり、県税部の担当者が記載する

べきではない。仮に、不備のある書類の全ての再提出を

求めることが非現実的であるのであれば、県税部担当者

による書類の不備の補完を許容し得る場合と、その場合

に必要となる手続を明確化し、ルールに基づいた運用を

行うべきである。 

 

 記載不備があった場合の必

要な手続を明確化し、申請書

の記載不備の場合の対応に

ついて、適切なものとなるよ

う運用を見直し、担当者会議

で周知徹底した。 

 (7) ゴルフ場利用税 

 

意見14 

 

ゴルフ場の等

級決定におけ

る利用料金の

範囲 

 

 等級を決定する際の利用料金にカートフィー等を含め

ないことへの妥当性に係る検証が不十分である。利用料

金に利用者の選択の自由があるかどうか及び料金内訳に

ついては、外形的に判断できるようになることが望まし

い。以上より、カートフィー等が利用者の選択の自由が

あるゴルフ場については、外形的に明示するように指導

を強化するのが望ましいと考える。 

 

 利用料金の外形的な明示

についてゴルフ場を指導する

よう、県税部に周知するとと

もに、新潟県ゴルフ連盟に協

力を求めた。 

 (8) 産業廃棄物税 

 

意見15 

 

登録変更申請

書に係る添付

資料の取扱 

 

 産業廃棄物税特別徴収義務者登録変更申請書による

申請に、変更内容を証明する資料を添付しなければなら

ない旨が規定されていないため、申請が適切か検討して

いない。県税事務処理要綱等に、証明資料の添付を必須

とすべき旨を明示し、これを徹底することが望ましい。

 

 事務処理要綱等に証明書

の添付に係る規定を明記し

た。また、事務考査において

運用状況を確認する。 
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区分 項目 指摘・意見の内容 措置内容 

 

意見16 

 

特別徴収義務

者の指定取消

しにおける適

時性 

 

 事務手続が、県税事務処理要綱に基づき適切に行われ

ていないと考えられる事例があった。県税事務処理要綱

を遵守した事務を行う必要がある。また、「特別徴収義

務者の義務が無くなった時」など、具体的に何時を示し

ているのか定義が不明瞭で実務上混乱を招きかねない規

定があるため、県税事務処理要綱の改訂も検討すべきで

ある。 

 

 取扱い及び留意点について

通知により県税部に周知し、

事務処理要綱を改正した。 

 (9) 各県税共通 

 

意見17 

 

問い合わせ対

応に係る履歴

の整備 

 

 税務課が各県税部に対して発揮する助言指導機能にお

いて、過去の問い合わせ内容とその回答結果は法令上・

業務上首尾一貫した解釈を行う上でも、業務の効率化の

観点からも実務上重要である。そのため、問い合わせ内

容とその回答、及び根拠についてはデータベース化する

など一覧化し、関連部署の参照や担当者の引継ぎが可能

な体制を構築することが望ましい。 

 

 税務課と県税部で情報を

共有している既存の「照会事

例データベース」を整理・更

新するとともに、事例の掲載

を徹底した。 

 

意見18 

 

各県税部の業

務水準の調整 

 

 課税実務の公平性という観点からは、各県税部の課税

実務は一定水準以上に保たれる必要があるところ、実務

上の指針が明文化されていない部分について、必ずしも

課税実務の水準が統一されているとは言えない事例が発

見されている。税務課は、実務上の指針が明文化されて

いない部分について、必要に応じて要綱を整備する、ま

たは、各県税部の課税実務のなかで有用なものを展開す

る、実務水準の調整が必要な場合には指導するといった

指導調整機能を、より積極的に発揮することが望ましい。

 

 実務上の指針が明文化さ

れていない部分については、

事務処理要綱を改正し、県税

部に周知した。 

 また、研修や会議を通して

有用な事例の情報を共有す

るなど、実務水準をより高め

ていく。 

 

指摘12 

 

内部チェック

体制の強化 

 

 各県税部において各種書類を閲覧した結果、書類間の

不整合、書類の記載漏れ、処理経過の未記載といった事

例が発見された。いずれも、形式的な不備ではあるが、

中には規則・要綱等のルールに反しているものもある。

また、十分な文書化が行われていないと、業務の引継や

上長の決裁が不十分となるリスクもある。そのため、適

切な文書化が行えるよう、内部チェック体制を強化する

ことが必要である。 

 

 研修や会議を通して適切

な事務処理を徹底した。 

 また、県税部内で適切なチ

ェック体制がとられている

か、事務考査等で適宜確認す

る。 

 

意見19 

 

納税者の名寄

せ業務 

 

 名寄せ業務の結果を担当者以外が確認・チェックする

ことを徹底すべきである。また、名寄せ候補先が長期間

未処理のままとならないよう、抽出方法を工夫するなど、

措置を講ずることが望ましい。 

 

 名寄せの判断・確認時の二

重チェックを通知により周知

徹底した。また、事務考査に

おいて、処理・チェック体制

を確認する。 

処理不要データが混在す

るため、長期間未処理のまま

とならないよう名寄せ候補先

の抽出方法を変更する。 
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区分 項目 指摘・意見の内容 措置内容 

２ 滞納整理事務 

 (1) 財産調査の具体的方法 

 

意見20 

 

自動車 

 

 自動車税の滞納事案において、課税車両の存否及び状

態の確認は重要である。自動車は、年式が古くても、全

くの無価値ということはほとんど考えられない。特に、

課税車両を使用しながら、自動車税を滞納していること

が疑われるような事案においては、入念な調査を行って

も良いのではないか。 

 

 入念な財産調査及び調査

結果としての価値判断の記

録、経過記録等の記載につい

て、県税部に対し会議におい

て徹底した。 

 また、事務考査において対

応状況を確認する。 

 

指摘13 

 

相続に伴う財

産調査 

 

 滞納者が死亡した場合又は滞納者が相続人となった場

合の相続放棄の有無は、家庭裁判所への照会が必須であ

り、関係者からの口頭の報告のみで調査を終えるべきで

はない。 

 滞納者が相続人になった場合は、新たな財産（遺産）

の帰属が見込まれるから、被相続人の財産調査を入念に

行うべきである。 

 滞納者が死亡した場合には、相続人に対する催告及び

財産調査が必要になるところ、滞納者が死亡してから長

期間が経過すると、相続人による納税意欲が減退したり、

相続人の資産状況が変動したりする可能性があるため、

滞納者に対する実態調査、住民票の調査等は、定期的に

行うべきである。 

 

 相続放棄の確認、相続財産

の調査、相続関係の調査な

ど、相続に係る調査について

的確かつ迅速に行うよう、県

税部に対し会議において徹底

した。 

 また、事務考査において対

応状況を確認する。 

 (2) 滞納処分の執行停止、納税義務の消滅 

 

意見21 

 

滞納処分の執

行停止の手続 

 

 滞納整理ファイルについて、綴じられている資料が必

ずしも統一されていない。特に、経過記録については、

綴じられているものと綴じられていないものがある。本

人や関係者への電話連絡、臨戸等は、主に経過記録に表

れる情報であり、これらが決裁において重要な意味を持

つ事案については、経過記録のファイルへの編綴を統一

的に行うことが望ましいと考える。 

 

 滞納処分の停止決議書へ

の経過記録の添付について、

県税部に対し会議において徹

底した。 

 また、事務考査において対

応状況を確認する。 

 

指摘14 

 

個別検出事項 

 

 滞納者の資力、負債の状況を客観的に判断し、執行停

止の要件に該当するものは、速やかに執行停止の処理を

行うべきである。 

 滞納者の所有不動産がオーバーローンであっても、倒

産手続によって、租税が優先弁済される可能性がある。

かかる可能性も考慮した上で、執行停止の判断を行うべ

きである。 

 滞納者が死亡し、滞納者の相続財産が債務超過であっ

ても、相続財産管理人を専任することにより租税が優先

弁済される可能性がある。かかる可能性も考慮した上で、

執行停止の判断を行うべきである。 

 

 財産価値判断を的確に行

い、適時に執行停止の処理を

行うよう、県税部に対し会議

において徹底した。 

 また、事務考査において対

応状況を確認する。 
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区分 項目 指摘・意見の内容 措置内容 

 

指摘15 

 

中間調査の実

施状況 

 

 滞納者の所在不明を理由に執行停止となったが、執行

停止後に滞納者の所在が発覚する場合がある。このよう

なケースで、滞納者に連絡をしていない事案が散見され

た。しかし、滞納者本人に対する督促・交渉は、滞納整

理の第一歩であるから、このような場合は、まずは滞納

者に連絡を試みるべきである。 

執行停止後、少なくとも年１回の中間調査を行うべき

である（ただし、各県税部の担当者からの聴取によれば、

平成28年度以降は、全県的に中間調査の実施を行ってい

るとのことであった）。また、中間調査を行った場合は、

その旨を調査資料に明記すべきである。 

 

 執行停止後、年１回は滞納

者に係る所在調査等の必要

な調査を行い、執行停止を継

続することの適否について確

認するよう、県税事務処理要

綱に規定するとともに、当該

事務処理及び調査を行った

場合の資料への記載につい

て、県税部に対し会議におい

て徹底した。 

また、事務考査で対応状況

を確認する。 

 (3) 財産の差押 

 

指摘16 

 

個別検出事項 

 

 差押を行った後、公売するか否かについては、適時・

適切に判断すべきであり、差押後そのままにするのでは

なく、定期的に不動産の換価価値、抵当権の残債務額を

確認すべきである。 

 

 差押物件について、定期的

に財産価値の確認を行うよ

う、県税部に対し会議におい

て徹底した。 

 また、事務考査において対

応状況を確認する。 

 (4) 大口滞納者 

 

意見22 

 

個別検出事項 

 

 各県税部において、とりわけ滞納金額が大きい事案、

滞納者が不動産等の財産を保有している事案、任意の納

税が期待できない事案等は、短期間のサイクルで定期的

に差押の当否等を検討する機会を設けるような管理シス

テムを徹底することが望ましいと考える。 

 

 大口滞納事案について、定

期的に滞納整理方針を見直

し、適時適切な滞納整理を行

うよう、県税部に対し会議に

おいて徹底した。 

 また、事務考査において対

応状況を確認する。 

 (5) 行政対象暴力 

 

意見23 

 

個別検出事項 

 

 各県税部主催の大規模な研修会を開催するだけではな

く、平常時から、県税部職員に対してマニュアルをはじ

め、行政対象暴力の対応方法についての周知を徹底する

べきである。 

 

 県税部における職場研修

及び税務課主催の会議等に

おいて、研修及び周知の機会

を設け、行政対象暴力の対応

方法について徹底を図った。

 また、事務考査において対

応状況を確認する。 
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区分 項目 指摘・意見の内容 措置内容 

３ 税務システム 

 

指摘17 

 

システム運用

管理手順の整

備 

  

 

 プログラム変更時のリリース管理手順が定められてい

ない。リリース前の確認が十分に実施されない場合、仕

様と異なるプログラム変更が行われるリスクがあるため、

プログラム変更時のリリース管理手順を定める必要があ

る。 

 

 管理手順を定め、「電算管

理係運用作業手引き」に反映

した。 

 

指摘18 

 

 運用保守業務の見直しを行ったものの、権原者による

承認の記録が確認できず、「電算管理係運用作業手引き」

にも反映されていなかった。然るべき権原者の承認を得

ること、遅滞なく規程等の更新を行うことが必要である。

 

 現行に合致するよう権原者

の承認を得た上で「電算管理

係運用作業手引き」を更新し

た。 

 

指摘19 

 

情報セキュリ

ティ 

 

 外部委託先において、システム管理者用のＯＳ権限、

ＤＢＭＳ権限を個人別に付与しておらず、最高権限が付

与されたＩＤを共有で利用しており、また、常時利用可

能な状況であった。システム管理者権限は、必要な場合

のみ貸し出す、または個人別に付与し利用状況をモニタ

リングするなどの管理が必要である。 

 

 管理者権限ＩＤは個人別

に付与し、利用状況の監視を

行うなど管理を強化した。 

 

意見24 

 

ログモニタリ

ング 

 

 各種ログを取得しているものの、一部のログを除き、

定期的なモニタリングが行われていない。システム利用

者の操作ログ等について、定期的なモニタリングを実施

することが望まれる。 

 

 定期的なログモニタリング

を開始した。 

 

 


